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主に市からのお知らせを掲載します
「定員」は原則として先着順、「場所」の掲載がない催しは
問合せ場所が会場、「費用」の掲載がないものは無料です
公式ホームページにはさらに多くの情報があり、公民
館などに設置してある公共施設予約端末でもご覧い
ただけます

　市政　 暮らす　 学ぶ・楽しむ
　教育・子育て・キッズ　 募集
　官公庁など

　市政　 暮らす　 学ぶ・楽しむ
　教育・子育て・キッズ　 募集
　官公庁など

　市政　 暮らす　 学ぶ・楽しむ
　教育・子育て・キッズ　 募集
　官公庁など

公式ホームページ　http://www.city.sayama.saitama.jp/
公式モバイルサイト　http://www.city.sayama.saitama.jp/mobile/
市役所の所在地　〒350-1380 狭山市入間川1-23-5
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政
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政

情報ガイド情報ガイド

募　

集

募　

集

募　

集

情報ガイド情報ガイド （
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

温
か
い
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
宮
岡
塗
装
か
ら
交
通
遺
児
の
た

め
に
１
万
円

社
会
福
祉
の
た
め

▼
狭
山
商
工
会
議
所
か
ら
11
万
２

千
３
０
０
円

▼
Ｊ
Ａ
い
る
ま
野
狭
山
共
済
友
の

会
か
ら
３
万
２
千
円

狭
山
市
体
育
賞
表
彰
者
を

募
集

　

平
成
26
年
度
に
開
催
さ
れ
た
ス

ポ
ー
ツ
の
大
会
で
、優
秀
な
成
績

を
収
め
た
選
手
や
団
体
を
表
彰
し

ま
す
。

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
個
人

か
団
体
①
県
大
会
で
優
勝
か
準
優

勝 

②
予
選
を
経
て
関
東
大
会
規

模
の
大
会
で
３
位
ま
で
に
入
賞 

③

全
国
大
会
以
上
に
代
表
と
し
て
出

場 
④
国
民
体
育
大
会
に
出
場　

申
込
み
２
月
27
日
㈮
ま
で
に
ス
ポ

ー
ツ
振
興
課
内
狭
山
市
体
育
協
会

事
務
局
へ
内
線
５
７
１
１

協
働
事
業
勉
強
会
を
開
催

　

市
民
と
行
政
と
の
協
働
を
推
進

す
る「
協
働
事
業
提
案
制
度
」の
勉

強
会
で
す
。27
年
度
に
協
働
事
業

の
提
案
を
お
考
え
の
方
は
、ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
２
月
４
日
㈬
の
14
時
〜
15
時

30
分
と
７
日
㈯
の
10
時
〜
11
時
30

消
防
団
員

　

市
内
各
地
区
で
、７
つ
の
分
団

が
活
動
し
て
い
ま
す
。地
域
防
災

の
要

か
な
め

と
な
り
、災
害
に
強
い
狭
山

市
を
一
緒
に
作
り
ま
し
ょ
う
。

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
18

歳
以
上
の
方　

問
合
せ
防
災
課
へ

内
線
３
６
９
７

曼ま
ん

珠じ
ゅ

沙し
ゃ

華げ

と
水
仙
の
球
根

植
栽
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

日
時
２
月
３
日
㈫
、10
時
〜
12
時

（
雨
天
は
10
日
）　

集
合
場
所
本
富

士
見
橋
下
の
左
岸　

内
容
入
間
川

の
岸
辺
に
曼
珠
沙
華
と
水
仙
の
花

の
道
を
作
る　

※
寄
附
で
き
る
球

根
が
あ
る
方
は
お
持
ち
く
だ
さ
い

問
合
せ
水
富
地
区
セ
ン
タ
ー
へ
☎

２
９
５
２
‐
２
２
１
９

清
掃
作
業
の
臨
時
職
員

勤
務
期
間
３
月
２
日
㈪
〜
８
月
31

日
㈪　

勤
務
日
時
月
〜
金
曜
日
の

８
時
30
分
〜
16
時
と
土
曜
日
の
８

時
30
分
〜
12
時
の
う
ち
週
３
・
５

日　

勤
務
内
容
持
込
み
ご
み
の
受

け
入
れ
や
選
別
、処
理
業
務　

募

集
人
員
１
名　

賃
金
時
給
９
１
０

円　

申
込
み
１
月
30
日
㈮
ま
で
に

稲
荷
山
環
境
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９

５
４
‐
９
０
６
２

家
庭
児
童
相
談
員

勤
務
日
時
月
〜
金
曜
日
の
う
ち
４

日
、９
時
〜
17
時　

勤
務
場
所
市

役
所　

内
容
面
接
・
電
話
相
談
、訪

問
指
導
な
ど　

対
象
平
成
27
年
４

月
１
日
現
在
、63
歳
未
満
で
、児
童

福
祉
・
社
会
福
祉
な
ど
の
学
科
を

卒
業
し
、相
談
業
務
の
経
験
が
あ

る
方　

募
集
人
員
若
干
名　

賃
金

月
給
15
万
円　

申
込
み
１
月
30
日

㈮
ま
で
に
履
歴
書
を
持
っ
て
こ
ど

も
課
へ
内
線
１
５
３
７

公
園
管
理
作
業
の
臨
時
職
員

勤
務
開
始
日
２
月
２
日
㈪　

勤
務

内
容
市
内
各
公
園
の
土
木
作
業
、

除
草
、剪せ

ん

定て
い

な
ど　

対
象
普
通
自

動
車
免
許
を
お
持
ち
の
方　

募
集

人
員
１
名　

賃
金
時
給
９
１
０
円

申
込
み
事
前
連
絡
の
う
え
、１
月

22
・
23
日（
木
・
金
）に
履
歴
書
を
持

っ
て
み
ど
り
公
園
課
へ
内
線
２
２

４
２

小
・
中
学
校
の
授
業
支
援
員

の
登
録
者

勤
務
日
時
月
〜
金
曜
日
の
８
時
30

分
か
ら
１
日
５
時
間　

対
象
小
学

校
か
中
学
校
の
教
員
免
許
を
お
持

ち
の
方
、ま
た
は
学
校
で
の
勤
務

経
験
が
あ
る
方　

面
接
日
２
月
２

日
㈪
、３
日
㈫
、５
日
㈭
の
い
ず
れ

か
一
日　

申
込
み
１
月
30
日
㈮
ま

で
に
履
歴
書
と
登
録
用
紙（
教
育

指
導
課
に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）を
持

っ
て
同
課
へ
内
線
５
６
５
３

小
・
中
学
校
の
介
助
員
の
登
録
者

　

障
害
の
あ
る
児
童
や
生
徒
の
学

校
生
活
を
援
助
す
る
仕
事
で
す
。欠

員
が
生
じ
た
場
合
に
面
接
を
行
い
、

臨
時
職
員
と
し
て
採
用
し
ま
す
。

申
込
み
１
月
30
日
㈮
ま
で
に
履
歴

書
と
登
録
用
紙（
教
育
指
導
課
に

用
意
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）を
持
っ
て
同
課

へ
内
線
５
６
５
３

学
童
保
育
室
の
支
援
員
・
補

助
員

支
援
員
／
勤
務
日
時
月
〜
金
曜
日

の
13
時
〜
18
時
30
分
、土
曜
日
の

８
時
〜
18
時
の
う
ち
５
時
間（
週

29
時
間
）　

対
象
保
育
士
や
社
会

福
祉
士
の
資
格
、教
員
免
許
を
お

持
ち
の
方
か
、高
等
学
校
卒
業
者

で
２
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従

事
し
た
経
験
が
あ
る
方　

※
原
則

と
し
て
補
助
員
を
経
て
か
ら
の
雇

用　

募
集
人
員
５
名　

賃
金
月
給

10
万
６
千
８
０
０
円

補
助
員
／
勤
務
日
時
月
〜
金
曜
日

の
14
時
〜
18
時
30
分
の
う
ち
４
時

間（
週
20
時
間
）　

対
象
支
援
員
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
か
、子

育
て
経
験
者　

募
集
人
員
12
名　

賃
金
時
給
８
７
０
円

共
通
事
項
／
申
込
み
事
前
連
絡
の

う
え
、３
月
６
日
㈮
ま
で
に
履
歴

書
を
持
っ
て
学
務
課
へ
内
線
５
６

５
５

さ
や
ま
っ
子
相
談
員
と 　

さ
や
ま
っ
子
相
談
支
援
員

①
さ
や
ま
っ
子
相
談
員
／
勤
務
日

時
週
５
日
、１
日
５
時
間
30
分　

対
象
昭
和
25
年
４
月
２
日
〜
平
成

５
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方　

内

容
児
童
・
生
徒
、保
護
者
の
悩
み
の

相
談
な
ど　

募
集
人
員
５
名　

賃

金
日
給
８
千
円

②
さ
や
ま
っ
子
相
談
支
援
員
／
勤

務
日
時
週
３
〜
４
日
、１
回
５
〜

６
時
間　

対
象
昭
和
20
年
４
月
２

日
以
降
生
ま
れ
の
方　

内
容
児
童
・

生
徒
の
悩
み
の
相
談
な
ど　

募
集

人
員
10
名
程
度　

謝
礼
金
１
回
３

千
円

共
通
事
項
／
選
考
方
法
書
類
選
考
、

面
接　

申
込
み
１
月
13
日
㈫
〜
19

日
㈪
に
、志
願
調
書（
教
育
セ
ン
タ

ー
に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）、氏
名
・
住

所
を
記
入
し
た
は
が
き
を
持
っ
て

同
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９
５
６
‐
２

２
９
９

分　

場
所
狭
山
元
気
プ
ラ
ザ　

対

象
協
働
事
業
に
関
心
が
あ
る
個
人

か
団
体　

申
込
み
１
月
30
日
㈮
ま

で
に
協
働
自
治
推
進
課
へ
内
線
２

５
１
１

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
の
臨

時
休
館

　

施
設
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

３
月
11
・
12
日（
水
・
木
）は
全
館
休

館
し
ま
す
。

問
合
せ
市
民
生
活
課
へ
内
線
２
５

１
３

70歳未満の方の自己負担限度額 （月額・平成27年1月～）

※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります

※2 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合

は､4回め以降の限度額を超えた分が支給されます

 問合せ保険年金課へ内線1052

所得区分 ※1 3回めまで 4回め以降 ※2

901万円超901万円超
252,600円＋252,600円＋

（医療費－842,000円）（医療費－842,000円）
×1％×1％

140,100円140,100円

600万円超～600万円超～
 901万円以下 901万円以下

167,400円＋167,400円＋
（医療費－558,000円）（医療費－558,000円）

×1％×1％
93,000円93,000円

210万円超～210万円超～
 600万円以下 600万円以下

80,100円＋80,100円＋
（医療費－267,000円）（医療費－267,000円）

×1％×1％
44,400円44,400円

210万円以下210万円以下
（住民税非課税世帯を除く）（住民税非課税世帯を除く）

57,600円57,600円 44,400円44,400円

住民税非課税世帯住民税非課税世帯 35,400円35,400円 24,600円24,600円

　70歳未満の方の所得区分に応じた医療費の自己負担限度額

が、従来の3区分から5区分に変わりました。

　限度額適用認定証をお持ちの方で､1月以降も利用される方

は保険年金課で更新の手続きが必要になります。なお､70歳以

上75歳未満の方の自己負担限度額は変更ありません。

国民健康保険加入者の医療費の
自己負担限度額が変わります

柏
原
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
の

地
区
計
画
原
案
の
縦
覧

縦
覧
／
期
間
１
月
29
日
㈭
〜
２
月

12
日
㈭　

場
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
／
対
象
原
案
に
係

る
区
域
内
の
土
地
所
有
者
か
利
害

関
係
を
有
す
る
方　

提
出
方
法
１

月
29
日
㈭
〜
２
月
19
日
㈭
に
意
見

書（
指
定
様
式
。都
市
計
画
課
に
用

意
）を
持
参
か
郵
送
で
同
課
へ　

問
合
せ
都
市
計
画
課
へ
内
線
２
２

２
１

消費者ホット情報

「権利を譲って」という電話に注意

　大手企業を名乗って「近所に老人ホーム

が建ちます。近隣の方には権利があります」

という電話があり、それを断ると「その権利

を譲ってください」と言われたという相談

が複数寄せられています。

　何の「権利」かも分からず、不可解な話で、

詐欺まがいの勧誘と考えられます。この後、

複数の会社からの電話で信用させ、「権利を

譲るだけなら」と気を緩めさせて、最後は脅

してお金を要求するものです。ふだんは留

守番電話にしておき、確実な電話のみ出る

など、被害の防止に努めましょう。

相談・問合せ月～金曜日の9時30分～16時に

 消費生活センターへ☎2954‐7799


